
2019年11月25日～27日＠国連欧州本部

（特活）ＡＣＥ 岩附由香

第8回国連ビジネスと人権フォーラム報告



国連ビジネスと人権フォーラムとは？

⚫国連ビジネスと人権指導原則を「紙」から実

践に移すための取り組みについて、棚卸をし、
教訓を共有するグローバルプラットフォーム
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⚫国連人権理事会17/4決

議を共有するグローバル
プラットフォーム



第8回の全体のテーマとキーワード

"Time to act: Governments as catalysts for business respect 

for human rights“

行動を起こすとき：ビジネスが人権を尊重するための、カ
タリスト（触媒）としての政府

背景：政府が十分に責任を果たしているとはいえない。ガバナンス・ギャップ
があり、政策の一貫性が足りない。

Key Words “Smart Ｍix”

スマートミックス：義務化と自主性、国内および国際
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国家による人権保護の義務 企業の人権尊重の責任 救済へのアクセス

第8回の全体のテーマとキーワード

一般原則
この指導原則は、以下を認めることのうえに成り立っている。
a.人権及び基本的自由を尊重、保護及び実現するという国家の既存の義務
b.特定の機能を果たす特定の社会組織として、適用されるべきすべての法令を遵守し人権を尊重するよう求
められる、企業の役割
c.権利及び義務が侵されるときに、それ相応の適切で実効的な救済をする必要性
この指導原則は、すべての国家とすべての企業に適用される。すべての企業とは、その規模、業種、拠点、
所有形態及び組織構成に関わらず、多国籍企業、及びその他の企業を含む。
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1．国家は、その領域及び／または管轄内で生じた、企業を含む第三者によ
る人権侵害から保護しなければならない。そのために、実効的な政策、立法、
規制及び裁定を通じてそのような侵害を防止し、捜査し、処罰し、そして補
償するために適切な措置をとる必要がある。

2．国家は、その領域及び／または管轄内に住所を定めるすべての企業がその活
動を通じて人権を尊重するという期待を、明確に表明すべきである。
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ミシェル・バチャレ国連人権高等弁務官(1) 

・ビジネスの発展により人々は豊かさを享受し
てきたが、ビジネスが説明責任とガバナンスの
枠組みによりチェックされなければ、土地の不
法取得などの搾取は人権侵害を起こす可能性も
ある

・ビジネスと人権の３つの柱を実現するために
は、政府が国際基準を満たす、国内外すべての
労働者が守られる人権・労働法制を整える必要
がある

・それには効果的な政策、規制、裁定、経済的
インセンティブ、指導と関係者との対話の促進
も含む
・なぜならより多くの企業がその責任に目覚め
ている一方で、そうではない企業が予防可能な
人々の苦しみ、持続可能は発展の阻害、不平等
の悪化をもたらしている

・ほとんどの大規模な反対運動は、意思決定か
ら除外されていることや腐敗への怒り。取り残
されるだけでなく、むしろ後退している
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Plenary



ミシェル・バチャレ国連人権高等弁務官(2) 
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【気候変動について】

・若者たちも将来の環境のために行動を要求している。これは人権の基本的な部分で
あると同時に政府や企業にとっては自分のためでもある。政府がアクションをとらな
いこと(inaction)、また気候変動を引き起こすビジネス慣行は、個人またコミュニティ
を苦痛にさらしている。

【人権擁護者(Human Rights Defender)】
・人権擁護者の殺害や攻撃が、増加中。毎週3人の人権擁護者が、彼らのアドボカ
シーと運動が原因で、殺害されている。特にリスクが高いのは、木材の伐採、アグリ
ビジネス、インフラプロジェクト、鉱山その他採掘業の中で土地所有権や環境権を守

ろうとしている人たち。



ミシェル・バチャレ国連人権高等弁務官(3) 

【デジタルと人権】

・デジタル革命は、その暗い面が脅威として成長
している（オンラインヘイトスピーチが現実の暴
力に発展、また政府の監視など）

・人々のデータを収穫、乱用し、時には投票者ま
でも騙している。

・これは不平等をIntensifying（強化）している、
デジタルの世界は、人権擁護が必要ない場所では
ない

・デジタル分野での人権セーフガードは、優先課

題である

・OHCRでは、これからリスクと機会がどのよう
にあるかを査定し、どのように害を軽減するかの
デジタルプログラムをはじめる。

各国政府からのrobust（手堅い）な反応が必要だ
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ミシェル・バチャレ国連人権高等弁務官(4) 

【各国の進展について】

・各国のデューデリジェンス法制定歓迎（フラン
スが口火を切り、オランダが続く）

・現代奴隷に対する法律も歓迎

・ＮＡＰ策定国（最近ではケニア、タイ）歓迎、
すべての国が策定するよう要請

【スマートミックス】

・一貫性のある政策と法整備が必要。国際法の下
で国は企業による人権侵害から人々を守る義務が
あり、指導原則は、この義務を国が果たすにあ

たって手段の「スマートミックス」ー国内及び国
際、義務的び自主的ーを用い、企業が人権を守る
よう促すべきことを、明らかにしている。（国連
総会にワーキンググループが提出したレポートで
もこの点を強調）
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【企業の態度】

・今回のフォーラムには、企業や投資側からの女
性や男性で、より効果的な政府の取り組みを求め
る人たちも参加していて励まされる。政府が企業
に求めること（国内、海外、バリューチェーン）
がクリアであることが、企業にとっても良いこと

を理解している

・投資家はこの重要性に気づき、力を変化させる
ために使い始めた

・企業と責任ある投資家は気づいている、これな

しでは2030アジェンダの達成は不可能であるこ
と

ミシェル・バチャレ国連人権高等弁務官(5) 



ビジネスと人権に関する国連作業部会議長(1)
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【政府の役割】

・今年のフォーラムは政府がカタリストとして行動し、その役割をより果たすよ
うになる時が今、ということを強調したい。政府の行動は大幅に遅れており、課
題に適切に対応するのが急務。

・ＥＵの人権デューデリ義務化の波

・タイのＮＡＰ．アジアがもっとモメンタムをもってヨーロッパ同様他の国のイ

ンスピレーションになってくれるとよい

【規制導入を支持する企業の増加】

・より多くの企業が政府が（UNGPに則った内容を）法制化することはlevel 

playing field （公平な競争の場）をもたらし、企業の責任の法的明確さをもたらす

と歓迎しはじめていることは注目すべき。WBCSD（World Business Council for 

Sustainable Development：持続可能な開発のための世界経済人会議）によるCEO

Guide to Human RightsやCall to Actionが17カ国の35人のCEOが署名していること
も、この点を表している。

“Companies that have already begun to implement the UN 

Guiding Principles will be ahead of the regulatory curve”



CEO Guide to Human Rights
人権に関するＣＥＯガイド
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https://www.youtube.com/watch?v=Jz7Jb31AdF0
https://humanrights.wbcsd.org/ceo-guide-call-to-action/


Call to Action
https://humanrights.wbcsd.org/ceo-guide-call-to-action/ 動画
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40人のＣＥＯがCall to Actionに署名。
世界の名だたる大企業のＣＥＯが、
なぜ人権に企業が取り組む必要性が
あるのかを、交代で出演して一言づる
述べるムービーが。
日本からは損保ジャパンの会長が出演

https://humanrights.wbcsd.org/ceo-guide-call-to-action/


ビジネスと人権に関する国連作業部会議長(2)
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【残されている課題】

・世界1億5200万人の児童労働者、2500万人の強制労働者がいて、グローバルサ
プライチェーンにもそれらは含まれている。統計の裏には1人1人の生活とストー
リーがあることを忘れてはならない。

・差別、労働者の権利、移民、ジェンダー平等（女性と女の子はハイリスク）、
ダムの決壊、監視、プライバシー侵害、ヘイトスピーチ、等に言及

・アグリビジネス、インフラ開発、採掘産業に関わる人権・環境保護の活動家に
とってビジネスが起こしているリスクやインパクトをＳｐｅａｋ ｕｐすること
は、リスキーなことになっている。1週間に3人の活動家が殺害されていることは
危険な兆候。活動家への嫌がらせは黙らせることを意図した司法的ハラスメント

や市民運動封じ込め戦略的訴訟や（strategic lawsuit against public participation：
スラップ（訴訟）、市民運動封じ込め戦略的訴訟◆市民団体などの反対運動を封じ
込めるために、敗訴が予想されても企業側が起こす恫喝的訴訟。◆【略】
SLAPP）も含む。



ビジネスと人権に関する国連作業部会議長(3)
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【マーケットベースの取り組みには限界が。政府の役割重要】

・「企業人権ベンチマーク」などのランキングは、消費者、投資家、市民社会が
企業に目を光らせるのに有用だが、それ自体が企業の人権デューデリジェンスの
実施を押し上げているかというと、限界がある。ランクインしている大ブランド
はよいが、底辺の企業、またランキング外の企業に影響を及ぼせない。これは、
ランキング、評判や投資家のプレッシャーなどのアプローチには限界があること

を示している。

・Level Playing Fieldがないと、企業は人権尊重の責任を無視しつづける

・ガバナンスギャップと市場の失敗をただすのが政府の役割

・政府自体もその責任を果たす必要がある。多くの場合、企業と結託して国が

「国家安全保障」「開発」という名のもとに人権侵害を行っている。腐敗が根本
原因にある。既にある政府の義務である人権と基本的自由の尊重、保護、充足を
すべき。



企業人権ベンチマーク（CHRB)
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https://www.corporatebenchmark.org/

トップランク BHP Billiton

Marks & Spencer Group

Rio Tinto

次点 Nestle

Addidas

Unilever

2017年は３つの産業のトップ100企業を人権にフォーカスしてラ
ンキング
人権に影響が大きいと考えられる３つの産業：
農産物 agricultural products 

アパレル apparel

採掘産業 Extractive industries

Aガバナンスと方針
B“尊重”と人権デューデリジェンス
の埋め込み
C救済と苦情処理メカニズム
D パフォーマンス：会社の人権の
実践
Eパフォーマンス：深刻な申し立て
に対する対応
F 透明性
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ビジネスと人権に関する国連作業部会議長(4)
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【スマートミックスとＮＡＰ】

・スマートミックスは義務的と自律的な措置、および国内的または国際的なもの
を措置の組み合わせ

・スマートミックスは法規制が核となる。企業が取り組もうとするインセンティ
ブの最も強力な駆動要因となるのは、法規制である。（企業とＮＧＯが同様に主
張するように）

・政府も経済主体としてのレバレッジをきかせ、人権デューデリジェンスを、国
営企業の操業、貿易や投資の促進、公共調達に組み入れるべき

・ＮＡＰは既存取り組みの羅列ではなく、将来の計画が書かれるべきもの

・SDGsの実現に向け企業とパートナーシップを行う場合も、人権尊重の上に行

われるべき

・女性と女児への特別なリスク

・腐敗と人権の関係性、紛争地域



スウェーデンの国際通商大臣（１）
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ずっと企業セクターで働き
3か月前に就任。
特別な気持ち。

【スウェーデンの取り組み】

・Global Deal Partnershipを通じた社会対話
（2016年～OECD、ILOと共に）

・スウェーデンのシステムは、企業が操業を辞め
ると言ったら、それを止めるのではなくその結果
をどう社会保障でサポートするかに動く。保障さ

れているから変化に対応できるしみなオープンな
マーケットを望んでいる。

・Change is not a threat, but ablosute nececity!

変化は脅威ではなく、絶対的に必要なもの！

現状維持と、古い製造方法に閉じこもることこ
そが、あらゆる企業や政府への脅威になる。



スウェーデンの国際通商大臣（２）
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・スウェーデンはフェミニスト政府。女性と女の子の権利を保障する政府。正

しいだけじゃなくそれが持続可能な経済成長への道。ジェンダー不平等は
wasteful

・腐敗との闘い －成長に害をきたし、民主化を阻害するー

・Agenda2030はグローバルバリューチェーンを人権尊重するものにする黄金
の機会

・ＮＡＰはどの国にも必要。スウェーデンは2015年に策定、2018年にリコメ
ンデーションをもらい、 Swedish Platform for International Sustainable 

Businessを設立。



スウェーデンの国際通商大臣（３）
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・サステナビリティ報告について。ＥＵは500人以上の従業員がいる企業に義

務付けしたが、スウェーデンはさらにそれを押し上げた法制化をし、250人以
上の企業に義務付けた。

・消費者も持続可能性の高い商品を求めており、政府のアクションは”catalyst 

for change“（変化の触媒）。企業が自ら規制を超えた取り組みをし、消費者
（マーケット）がそれを支持することでより強い流れになる。

・国営企業にも義務付け、フォローアップを実施

・新しいExport and Investment Strategy（輸出及び投資戦略）を近々発表。サ
ステイナブルビジネスを核に。貿易は持続可能性及び人権尊重と両立しうるこ
とをこれで示したい。持続可能性は貿易の障害ではなく、貿易を促進する。

Sweden wants to show that trade is 

compatible with sustainability and 

respect for human rights. Sustainability 

is not an obstacle for trade, it will enhance trade. 



パート２ 各セッションの報告
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子どもの権利について（ユニセフ主催セッション）

セッションタイトル：子どもの権利に影響を及ぼす優先順位の高いビジネス行

動を最大化する、政府の措置の触媒的例

-Catalystic examples of government measures that bring scale to priority 

business actions affecting children’s rights 

▪ 今年で子どもの権利条約は30周年

▪ 子どもの権利委員会は、UNGPを取り入れたガイダンスを採択した。それが

「子どもの権利とビジネス原則」となった。

▪ 若い労働者その家族のディーセントワーク、子どものセイフガーディング、
安全な製品とサービス、マーケティングと広告、サプライチェーンの示唆、
コミュニティと環境へのインパクト、児童労働の撤廃

Respect for 
children rights is 
not “nice to have” 
but “must 
have“ in any
vision of
sustainability
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・人権デューデリジェンスの実施において、子どもの権利は忘れられがち

・インパクトは間接的であると推測してしまうから

・2018年ユニセフは2400社と協働、多様なセクター（旅行業、採掘産業、
ソーシャルメディアや飲料、食糧まで）から、教育や健康等、ユニセフの優先
課題の中で協力した

・しかしこれは大海への1滴。スケールしなければならない

・政府の役割は重要

・気候変動についての子どもの声：子どもは、身体的、心理的、疫学上、気候
変動のリスクの影響を最も受ける

・企業のビジネスのインパクトは子どもたちに間接的に来る。Paid parental 

leaveなどが大きく影響する（政府と企業の責任）

・2019、300社のユニセフパートナーが、国の法規制、国の定める基準が、

唯一の子どもにやさしいビジネスに向かうポリシーの駆動要因と答えた

・公平な競争環境(level playing field）を作ることは、企業の自由の制限をする
のではなく、先進的ビジネスを尊重する

子どもの権利について（ユニセフ主催セッション）



⚫https://www.childrensrightsatlas.org/
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ビジネスと子どもの権利の１０項目を、３つのカテゴリーに集約
Children’s Rights in the Workplace Index

Children’s Rights in the Marketplace Index

Children’s Rights in the Community and Environment Index

https://www.childrensrightsatlas.org/
https://www.childrensrightsatlas.org/country-data/workplace/
https://www.childrensrightsatlas.org/country-data/marketplace/
https://www.childrensrightsatlas.org/country-data/community-and-environment/


オランダの業界単位での自発的取り組み

SER(オランダ社会経済協議会：政府及

び議会に社会経済政策のアドバイスを
行う機関）のIRBC(International 

Responsible Business Conduct：責任
のあるビジネス国際行動規範）プログ
ラムとして、各業界内の「自発的」な

行動規範を合意、協定としている。
（行政、企業双方が人件費を使って運営している）
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目的
①ビジネスが複雑なサプライチェーンの
課題を解決（１社では無理）
②負の影響を改善する

ちょうど1週間前に
経団連の人たちが
視察にきたわよ！



オランダ業界単位のビジネス行動規範の協定（10分野）
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https://www.imvoconvenanten.nl/en/agreements

衣料と繊維産業,

銀行, 金、自然石材産
業、食料加工品、
保険、年金、
金属、草花栽培（Ｆｌｏｒi
ｃｕｌｔｕｒｅ）
持続可能な森林
（農業は開発中）

合意を行う主体は：政府、業界団体、企業、労働組合、ＮＧＯ
セクターの主要なアクター、中小企業も含む
モニタリング、救済へのアクセスが必ず含まれる

・ＵＮＧＰ＋ＯＥＣＤガイ
ドラインをベースに、セ
クター個別のガイドライ
ンの実施を共にレバ
レッジを高めるために
行う

・デューデリジェンスとコ
レクティブ・プロジェクト
が含まれる

https://www.imvoconvenanten.nl/en/agreements
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・オランダ市場の50％

を占める企業が参加し
ている。

・デューデリジェンスを
実施、システムとアク
ションプランは毎年独
立した事務局がアセス
メントを行う。

・生産拠点についてもリ
ストを作成。

・特定リスクのプロジェ
クトに参加。

衣服・繊維産業の協定(AGT)がどう動いているか



オランダIRBCの衣服・繊維セクター協定
⚫ユニセフと協働で生産拠点のあるインド・バングラデシュを企業がCSOと共に訪れ、

工場や製糸工場など訪問、どう改善できるかを点検

⚫地元ＮＧＯがサプライヤー企業のマネージメントまた職員への研修を実施

⚫企業が製造を委託しているサプライヤーに、これらの研修に参加するよう要請

教訓

⚫中間評価を最近実施。この協定は企業の人権デューデリジェンスの実施と意識啓発に

役立っていることが判明。独立した事務局が重要な役割を果たしている。3－5年は実
際に現場でのインパクトをもたらすには短すぎる。OECDガイドライン、ＵＮＧＰに
書いてあることを実際にやろうと思うと、特に優先事項が決められてしまっているた
め、大変難しい。またデータがもっと必要。この合意の目標である市場シェア80%を

カバーするには、オランダ資本でない企業も含める必要があり、国際的なアップス
ケールが必要になる。
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オランダIRBC：子どもの権利について

▪ 子どもの権利は各合意の重要なパー
ト

▪ 子どもの権利を広いデューデリジェ
ンスプロセスに取り込む

▪ 広い文脈でとらえられている、例え
ば児童労働の問題は、根本原因であ
る労働者の権利、生活賃金などの問
題にも踏み込む

▪ 特定のプロジェクトでも子どもの権
利は標ぼうされており、ユニセフが
衣服と繊維、金、金属の３つに入っ
ており、その他セーブザチルドレ
ン、グローバルマーチ、ストップ
チャイルドレイバーキャンペーンな
どが関わっている

31



32

▪ Voluntary Principal of Security and Human Rights

▪ 採掘産業の企業、政府、ＮＧＯなどが集まり2000年に合意

▪ 採掘産業で企業が財産を従業員を守りながらかつ人権を守れるか、

▪ 守衛として時にForceを使うとき、必要最低限の力をつかう、倫理的に行動する
など、守らなければならない 等

子どもの権利とセキュリティ
しかし

子どもについては
あまり配慮なし



採掘産業のセキュリティーと子どもの権利のチェックリストとハンド
ブック

33

https://www.unicef.org/csr/css/Child_Rights_and_Security_Handbook_ENG
LISH.pdf

ハンドブックは、カ
ナダ政府、ユニセ
フカナダ、
ＢＡＲＲＩＣＫにより
主導された
（2017年）

https://www.unicef.org/csr/css/Child_Rights_and_Security_Handbook_ENGLISH.pdf
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https://www.unicef.org/csr/files/Child_rights_and_Security_Checklist_ENG.pdf

https://www.unicef.org/csr/files/Child_rights_and_Security_Checklist_ENG.pdf
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カナダ政府はサプライチェーンの法規制を検討中
またＣＳＲ政策についても5年ごとの計画策定中
それらがまた大きな影響を与えうるでしょう

2020年1月には公共調達で強制労働に加担しない
新たな方針をかかげることがニュースに

今後の政策については、コンサルテーション
を2019年春に行った。選挙があるので、次の

政府がどのような選択をするかによって変わ
ると思う



採掘産業の子どもたちとビジネスと人権

⚫子ども採掘産業の中ではinvisibleだった

• 子どもたちに直接聞くこと

• 女性と子どものエンゲージメント

• セキュリティーがいて、魚を捕りにいっていたのが行けなくなった、等が
わかる

• 土地を守るために子どもたちに対してどう接するか等

⚫パナマ

• 川の水質の基準設定をパナマ政府がするといっていたが、規制がなかなか

できなかった

• この企業の審査を行っていた企業が、審査のプロセスで、採掘産業が守ら
なければいけない基準を作った

36



フロアからの発言（１）
⚫Investor Alliance for human rights（機関投資家のアライアンス）のアシスタ

ントディレクター、サラさん https://investorsforhumanrights.org/

ユニセフの投資家へのガイダンスについて言及

https://www.unicef.org/csr/files/FINAL_Investor_Guidance_UNICEF_Sustainalyti

cs.pdf
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（質問）投資家がどのように参加できうるか？
（登壇者からの回答）Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｓｅｃｔｏｒの
アグリーメントを行うということも、ひとつあり
得ると思う

https://investorsforhumanrights.org/
https://www.unicef.org/csr/files/FINAL_Investor_Guidance_UNICEF_Sustainalytics.pdf


フロアからの発言（２） ＥＵ委員会
Action Plan: Financing Sustainable Growth
https://www.business-humanrights.org/en/eu-commission-action-plan-on-sustainable-finance

https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-sustainable-growth_en

⚫持続可能なファイナンスに関する調査を委託、サプライチェーンの
児童労働について、今後のデューデリジェンス促進のオプションに

ついても含む。600件サーベイの返答があった。その中で政策変更
が必要という回答があったが、どのような政策変更かは現時点では
明言できない。

⚫非財務開示指令(Non financial repot directive 2014) により、ＥＵの
6000企業は報告を提出しなければいけない。非財務の活動、環境へ

の影響や人権デューデリジェンスについての報告を受けたが、指令
が求めていることとのギャップがあるので、指令を修正して、義務
をクリアにする意図がある（子どもの権利に限ったことではない
が、入っている）

⚫ＥＵ大統領が児童労働へのゼロトレランスを宣言しているので、こ
こでも進展がありそう
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https://www.business-humanrights.org/en/eu-commission-action-plan-on-sustainable-finance
https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-sustainable-growth_en
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•持続可能で包括的な成長のために、資本の流れを、持続可能な投資のほうに向ける
•気候変動、環境破壊と社会課題を発火点とする財務的リスクを管理する
•財務および経済活動において透明性と長期的視点を持つ活動を育てる

Action Plan: Financing Sustainable Growth の目的
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・Alliance8.7の議長国となったフランスがモデレートを行い、OECD、 ILO、UNICEF、IOMの代表者がぞれぞれ発表。
フロアからは、IOE、労働代表などが発言。レポートの内容については、以下予定していたビアテが欠席、代打の
Thomas Wisslingが説明を行った。



グローバルサプライチェーンにおける児童労働、強制労働、人身取引

42

・2017年の7月のG20労働・雇用大臣会合（ドイツが議長）の大臣
宣言において、「国際機関はアライアンス8.７と協力して、リスクが
高い産業分野の認定を含めた、グローバル・サプライチェーンに
おける最悪の形態の児童労働、強制労働と現代奴隷を撤廃する
ための行動をいかに加速させるか、そして、最も影響が甚大な国
におけるキャパシティ・ビルディングをどう支えるかについての提
案を包含する共同報告書をまとめるべき」と要請。労働・雇用大臣
会合はOECDとＩＬＯは必ず出席しており、その要請を受けて、大
変珍しく国際機関が協働してこのレポートを作成した。
・各組織それぞれデータは持っているが、それを重ね合わせて、
ひとつの結論を出すというのは、方法面においても革新的であっ
たし、SDGｓの精神にのっとても、まさにコラボレーションと一貫性
という重要なことを成し遂げた
・ＩＬＯ（国際労働機関）、ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）、ＩＯＭ（国際
移住機関）、ＵＮＩＣＥＦ（国連児童基金）が共同、Alliance8.7がサ
ポート

当日の様子：https://www.alliance87.org/events/presentation-of-the-global-supply-

chains-report/

Ｉサプライチェーンのレポート：
https://www.alliance87.org/news/child-labour-and-human-trafficking-remain-

important-concerns-in-global-supply-chains/

日本語の要約はこちらから（ILO駐日事務所）：
https://www.ilo.org/tokyo/information/publications/WCMS_736227/lang--

ja/index.htm

https://www.alliance87.org/events/presentation-of-the-global-supply-chains-report/
https://www.alliance87.org/news/child-labour-and-human-trafficking-remain-important-concerns-in-global-supply-chains/
https://www.ilo.org/tokyo/information/publications/WCMS_736227/lang--ja/index.htm


43

強制労働の廃絶、現代の奴隷制度および人身取引の廃止、子
ども兵士の採用と使用を含む最悪の形態の児童労働の禁止及
び撤廃のための即時かつ効果的な措置を取り2025年までにあ
らゆる形態の児童労働を終わらせる

Alliance8.7

SDG8.7 達成に向けたグローバル枠組み
(2016年9月発足)

<目的>異なるステークホルダーの調整と協
力を 促し8.7の達成に導く
-パスファインダー国１５カ国
-パートナー団体 ２２３団体
（先進国政府機関含む）

http://www.alliance87.org

-日本の政府
機関は未加盟

SDG 8.7

児童労働とは

・15歳未満の義務教育を妨げる労働
・18歳未満の危険有害労働
・国際条約および国内法で禁止

世界の児童労働者は
1億5200万人
5-17才の子どもの10人に１人

「最悪の形態の児童労働」
強制労働、人身売買、
売春、ポルノ
戦争や犯罪行為に
子どもが使われること

背景（参考１）
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背景（参考２）

第4回持続的な児童労働の撤廃に関する国際会議 (2017年11月）

44

企業・政府それぞれにサプライチェーンの児童労働・強制労働への取り組みを促している

人権尊重をすべきであり、ILO多国籍

企業三者宣言、国連「ビジネスと人
権」指導原則に則り、企業活動が

及ぼす児童労働・強制労働を含む人権
への悪影響を確認、予防、軽減させる
ために、サプライチェーンのデュー
デリジェンスを実施するべき

ブエノスアイレス宣言

児童労働と強制労働を予防するために、サプライチ
ェーンに関して政府が予防的政策を採択、実施する
検討を、関係するステークホルダーを意味のある

形で含めて形で、行うことを促す。それは、調達方
針の評価とモニタリング、またそれぞれのニーズに
合わせて、実施や施行に関する有望なベストプラク
ティスの共有を行うことを含む。

企業に対して 政府に対して

TPPでの言及
第19・6条 強制労働

各条約国は、あらゆる形態の強制労働（児童の強制労働含む）を撤廃
するとの目標を認める。各締約国は、締約国が第十九・三条（労働者
の権利）の規定に基づき関連する義務を負っていることを考慮しつ
つ、自国が適当と認める自発的活動を通じ、全部又は一部が強制労働
（児童の強制両道を含む）によって生産された物品を他の輸入源から
輸入しないよう奨励する。

サプライチェーン透明化の法整備

英国現代奴隷法
（2015年制定）

カリフォルニア州
サプライチェーン

透明法
（2012年制定）

紛争鉱物規制
ドッド・フランク法
（2012年制定）

◼ カリフォルニア州で事業を行う世界売上高1

億ドル（112億円*）以上の小売・製造業者

グローバルなサプライチェーン上に人
身売買や奴隷労働を排除する取り組み
を開示を求める

◼ 英国で事業を行っている世界売上高3,600万
ポンド（約50億円*）以上の企業
グローバルなサプライチェーン上におけ
る強制労働や人身取引の有無やリスクを
確認し、「奴隷と人身取引に関する声
明」を会計年度ごとに開示する義務

◼ サプライチェーンをさかのぼって紛争鉱
物への関与を証券取引所に義務付け

企業の報告義務

ドイツ

CSR指令ー法的義務
500人より多い従業員を擁する約600の
独企業、ほぼ上場企業（CSR-RUG) 

報告義務は2サプライヤーにも及ぶ

ビジネスと人権に関する国家行動計画
ー非拘束的義務
500人より多い従業員を擁する約6300

企業
2010年以降法的義務になりうる。企業

にとってガイドラインとしてより需要
になる。

公共調達の方針
⚫ 米国連邦調達規制 (2015改正）

政府調達の原則・手続きにおいて、国家の人権の保護の一環として、契約
企業、下請け、また従業員を含め、人身取引や強制労働へ関与を禁じ50万
ドル以上の契約は「尊重計画」更新を義務化。
⚫ 大統領令 13126号 (1999年）

強制労働、児童労働による品目リストを更新、政府がそれらを調達するこ
とを禁じている。
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各国政府の動き

⚫ 2018年10月15日 カナダ連邦下院外務・国際開発委員
会（FAAE) 企業にサプライチェーン上の児童労働撤廃
を促すための報告書 A Call to Action：Ending The 

Use of All Forms of Child Labour in Supply Chainsを
発表 カナダ連邦政府の取り組むべき優先政策を提言

1.国際援助における児童労働と強制労働の廃止の優先度を高める
2.子どもと大人への質の高い教育へのアクセスの改善
3.法執行と司法制度の支援
4.自由貿易交渉での児童労働と強制労働の議論
5.企業のサプライチェーン監視能力構築
6.サプライチェーン上の児童労働と強制労働撤廃の企業への動機づけ
7.児童労働を減らすための輸入制度や調達方針の検討

イギリス政府によるCall to Actionに日本も署名

以下の内容を含む、国内の戦略の策定と公開が
求められている
・包括的アプローチ（起訴、保護、予防、パート
ナーシップ）
・実態の計測、モニター、データ共有
・民間、市民社会組織等を含むステークホルダー
を網羅した協力
・一般市民の意識啓発

2017年9月19日第72回国連総会
強制労働、現代奴隷制度、人身売買を終了する
ための行動宣言
日本も署名

背景（参考３）



⚫各地域の児童労働数に対して、どれぐらいが輸出産業なのか、ということ

を、各国際機関が協力し導き出した

⚫東アジア及び東南アジア 26%

⚫ラテンアメリカとカリブ海 22%

⚫中央および南アジア 12%

⚫ｻﾊﾗ以南アフリカ 12%

⚫北アフリカ及び西アジア 9%

⚫絶対数はあえて公表せず、「いまある児童労働に対してどれぐらいの割合が

輸出産業に関わっているか」を推計。付加価値ベースでの計算も。

46

グローバルサプライチェーンにおける児童労働、強制労働、人身取
引
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輸出向け物品・サービスのための児童労働の推計、直接及び間接、
地域別 サプライチェーンの上流の段階（原材料採取や農業）を通して
間接的に輸出に貢献しているのが各地域の児童労働者数28％から43%
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輸出関連の強制労働目的の人身取引（赤色）
ｻﾊﾗ以南アフリカ 9%  北米9%北アフリカ及び西アジア 4%

東アジア及び東南アジア 17% 欧州 16%
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岩附もフロアから発言：ＡＣＥの岩附由香です。ＡＣＥは日本拠点のＮＧＯでＡｌｌｉａ
ｎｃｅ８．７のパートナー団体でもあります。カカオとコットン産業に取り組んでいま
すが、カカオ産業で学んだのは、グローバルプレッシャーが、政府をより関与さ
せ、行動させるのに役立つということです。そこで２つの質問があります。１つめ
は輸出産業における児童労働撤廃のインパクトが、国内産業にもトリクルダウン
する可能性があると思いますか？２つめは、政府が何もしないと嘆いている贅
沢は私たちにはなく、なぜなら2025年が目標で、実行が難しことは何度もこれま
で話されてきました。そこで、政府がもっと積極的に取り組むインセンティブを導
入するために、貿易協定が強化されることについては可能性を見出しますか？
これは二国間だけでなく、世界的に、例えばＷＴＯの合意に持っていくというよう
なことです。

ＯＥＣＤの方からの回答：
WTOに関する議論については
いまＷＴＯは良い状態ではない
と思うのであれですが、
明らかに、貿易と投資の協定は
大変重要なレバーとなっていて、
最近はより多くの貿易協定に
ＵＮＧＰやＯＥＣＤガイドラインの
の尊重を求める条項を含む
ものが増えており、それはつま
り児童労働についても含んでい
るということになるわけです。
OECDガイドラインには、企業
の責任、例えば腐敗や課税回
避などがあり、それは政府に
とっても児童労働撤廃の重要な
資金となるわけで、人権、児童
労働だけを見るのではなく多面
的に見ることで、その原因や影
響がある部分にもアプローチで
きると思います。条項が含まれ
た場合には実行が必要で、そ
れをＯＥＣＤも助けています。
Responsible Business 

Conductについて来年会議を
開催する予定で、どのように投
資協定が責任あるビジネスに
影響うるかを議論する予定です。



ＭＩＣＡ（雲母）の児童労働への取り組み
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モハマド・マナン・アンサリさん（マイカ鉱山から救出された元児童
労働者）

6歳のときからマイカをとる鉱山で働いていた。村には電気も、適切な医療機関もなかった。
マイカはとがっていて、よく指をけがしていた。
ある日、マイカを友達がとりにいって、とつぜんその場が崩れて、友達は出てこれなくなった。このことを思い出す
と、鳥肌がたつ。とても悲しい事件のひとつ。

ＢＢＡのアクティビストがある日きて、親と村の人に話して、うちの親や友達の親を説得してくれて、5年生まで地域

の学校にいった。そのあとリハビリセンターにいって。そこから高校生になり、デリーの大学で、マイクロバイオロ
ジーを先行していま大学院に通っています。

2014年に声を聴いてもらえない子どもたちの声を代弁して、鉱山で子どもたちがもう命を失わないようにとみなが誓っ
てくれたのに、それが実現したかと言われると、違う。僕はとてもラッキーだった。自分には夢がある。これがすべ
て、子どもにやさしい村(CFV, Child Friendly Village)によって起きた。このプログラムがうちの村で始まったら、すご
い変化が起きた。医療もある、電気もとおった。ほとんどの子どもたちが学校に行っている。夏休みには家に帰って、
地域の人たちや子どもたちと話して、１０人の子どもたちを学校に行かせることができた。自分にできるのだから、み

なさんにもできる。

ビジネスの人たちには、そういうことに投資してほしい。村と子どもたちは、本当にそれが必要だから。自分も債務児
童労働者だったから、気持ちがわかる。子どもたちは草の根で働いている。サプライチェーンに透明性を持ってほし
い。子どもが誰も働いていないように。子どもは誰一人、教育を受ける権利を奪われてはならない。

政府、ＮＧＯ、みなあと何年で児童労働を撤廃すると約束するが、まだ起きていない。
この質問を、いつまでし続ければいいのか。
世界には1億5200万人の児童労働者がいて、その半分は危険労働。

その子たちは、夢をもつことが、ぼくやあなたがたのように、できない。

この質問をいつまでし続ければいいのか。

この質問と同じ質問を、子どもたちもすると思う。
ぼくは答えがほしい。
共感をもって一緒にやりましょう。
この世界を幸せにしましょう。
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ＭＩＣＡ（雲母）の児童労働への取り組み

51

2004年にＢＢＣの２分のプログラムで雲母産業で 18カ月の子どもが働いていたのを見て、エスティ
―・ローダーのトップマネジメントに会いにいき、この映像を見せ、何かしなくてはならない、と伝
えた。パートナーが必要だと考え、カイラシュ（インド人権活動家、カイラシュ・サティヤルティ氏。
2014年ノーベル平和賞受賞）と一緒に仕事をするしかない、と。なぜなら彼は現場から法改正までや
り国際的にも動いている。長い時間のかかるアプローチで、３、４年では解決できないものであり、
様々な側面で課題を見なくてはならない。
2005年から一緒にやりはじめたときに、単なる資金提供者ではない形でやりたかった。
18カ月の調査を行い、ユニークな若者をエンパワーメントする予防モデルに行きついた、それがチャ
イルド・フレンドリー・ビレッジ（子どもにやさしい村）であり、ジャールカンド州でも正式に認め
られた。

エスティ―ローダーはカイラシュサティアルティ財団と一緒に、
マイカだけはなく、ジャールカンド州の児童労働撤廃を目指します
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https://responsible-mica-initiative.com/

企業の専門性がない分野、法律の課題や子どもの教育、といった分野でＮＧ
Ｏと企業が協働できる。ＮＧＯテレデオムと協働しながら、ジャールカンド
州とビハール州（この２つで世界の年間生産量の25％を占める）でプログラ
ムを展開。違法採掘が課題であり、2万2000人以上が関わっているとされて
いる。2016年の調査(Somo とテレデオムが実施、報告書：Global Mica

Mining https://www.somo.nl/global-mica-mining/）の結果、自動車産業が一
番多く買っていることがわかり、自動車産業や電器産業にもっとがんばって
もらいたい。

ＭＩＣＡ（雲母）の児童労働への取り組み

https://responsible-mica-initiative.com/
https://www.somo.nl/global-mica-mining/
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カカオ産業の児童労働への取り組み
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May I replace “adequate” by  “ we are beginning to 
see” good collaboration



ＩＣＩ（Internationa Cocoa Initiative)
⚫マルチステークホルダーイニシアティブ（産業側、ＣＳＯ側が参加）

⚫カカオの児童労働、強制労働を予防するために、カカオ生産地で子どもたちを守ることが目

的

⚫コートジボワールとガーナ政府と連携（カカオ生産の60％をカバー）

⚫2002年発足、2012年からデューデリジェンスを実施、これは今のようのな法制化がはじま
るもっと前の話

⚫2019年50％のサプライチェーンをカバーし、児童労働を発見しているが、①スケールできて

いない（ノンフォーマル部分）②人権デューデリジェンスの実施は、とても難しい

⚫メンバー企業はそれだけでなく、学校を建てたり、出生証明書を出したりして、就学を支援

してきたけれど、学校を卒業しても読み書きができない子どもがいる。これは、教育の質の
問題。人権デューデリジェンスの実施や企業の取り組みが進んでも、政府の取り組みがなけ
れば、問題解決はしない。
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https://cocoainitiative.org/

https://cocoainitiative.org/


モンデリーズ（世界第3位の食品・飲料会社）

⚫EUの人権デューデリジェンスの義務化を積極的に支持しているモンデリーズ

理由1 level playing field（公平な競争環境）を、カカオに関連する企業に平等に
もたらしてほしい。持続可能性はプレミアムではなく、統合されていなくては
ならない。

理由2 国際企業という関係で、ＥＵレベルで調和された解決が必要で、何を期
待されているかが明確になっていることが重要

理由3 最も大きな理由は、ＥＵはカカオの最も大きな消費市場でもあるＥＵレ
ベルのデューデリジェンス義務化は、持続可能なビジネス慣行の採用をサプラ
イチェーンの全ての部分で本格化させることができる（消費者向け、大企業だ
けでなく、すべての部分で）

3点目が大事で、すべてのアクターが役割を果たし協力する必要がある。
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⚫はじめの質問に手を上げなかったのは、スマートミックスの中で、

政府のＰｒｉｍａｒｙな役割がそれだけではないのではないかと感じたから。

⚫貿易、援助などで政府を助けることができる

⚫カカオの児童労働の根本原因には貧困など開発課題がある

⚫政府のポリシーとシステムをサポートする役割が消費国にもあるのでは

⚫現在もコートジボワール、ガーナ、ユニセフ等でいまどのようにリソースを

引き出すかの話が出ているが、このあたりでも消費国政府は役割を果たせる
のでは
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モンデリーズ（世界第3位の食品・飲料会社）

根本原因は何か？というフロアからの問いに、
アンソニーさんの答え：
・貧困、その背景として、コモディティ市場で原材料が安く
買い叩かれている、という現実がある
・国際貿易、政府の透明性の欠如
・政策の一貫性の欠如



クロージングプレナリー
今年は3000人の申し込みがあり、2400人が参加許可を与えられた。ビ
ジネスセクターの参加が増えて、政府も8%から15%に増えた。
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民間セクター33％
ＮＧＯ31％
メンバー国 1３％
アカデミア 10％
国連機関 ４％
国内人権機関 ３％

マルチセクターイニシア
ティブ ２％
国際機関 ２％
労働組合 １％
報道機関 1％



全体振り返り：マルチステークホルダーの取り組み事例か
らの学び

•タイの漁業（2014年～イギリスからのプレッシャー）
①マルチステークホルダーとパートナーシップ

• はじめ当事者、あとで政府、政府の船舶モニタリングシステムの予算がないことがわかり、民間
がサポート

②一貫性と包括性

• 漁業、バイヤー、政府、アップストリームからダウンストリームまで参加

③スケールアップ

・はじめはエビからはじまり、その後漁業全体のプラットフォームとして進化

• ベトナムもこれをモデルとして同じようなものが立ち上がっている

•オランダＳＥＲの業界単位の協定
• オランダは労働組合も積極的に枠組みを活用して企業との対話を促進、波及効果が
あり

• 業界単位デューデリ進む→自発的取り組みをする企業がlevel playing fieldを求め

はじめる→デューデリの義務化、法制化を企業が歓迎するようになる

・業界単位の協定を結ぶことと、デューデリ義務化法制化は「どちらか」という選択
肢ではなく、共存するもの、お互いを補完しより強くするものである

（これぞ、スマートミックス！）
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投資セクターもデューデリジェンスに注目
⚫OECDが銀行向けのデューデリジェンス指針作り
⚫ https://mneguidelines.oecd.org/Due-Diligence-for-Responsible-Corporate-Lending-and-Securities-Underwriting.pdf

⚫ Investor Alliance for Human Rights,（機関投資家、年金基金などの集まり。

18カ国資産合計$4兆ドル）が Making People Work for People and Planet 

statement を2019年4月に発表、投資家自身に人権デューデリジェンス実施を
求め法制化を支持。また、現在人権デューデリジェンスの義務化を求める

文書に71の投資機関が署名。ＥＵの義務化も積極的支持。
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https://investorsforhumanrights.org/sites/default/files/att

achments/2019-

12/The%20Investor%20Case%20for%20mHRDD%20-

%20FINAL%20for%2011.25%20launch.pdf

https://mneguidelines.oecd.org/Due-Diligence-for-Responsible-Corporate-Lending-and-Securities-Underwriting.pdf
https://investorsforhumanrights.org/sites/default/files/attachments/2019-12/The%20Investor%20Case%20for%20mHRDD%20-%20FINAL%20for%2011.25%20launch.pdf


止められない義務化の流れ
⚫ＥＵではデューデリジェンス義務化の法制化が進んでいる

⚫2019年12月100を超えるＮＧＯがＥＵに法制化求め要請

⚫https://corporatejustice.org/news/16800-over-100-civil-society-organisations-

demand-human-rights-and-environmental-due-diligence-legislation

⚫フィンランドが議長国となり、積極的な政治家もいる
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この領域には先頭を走ってくれる人たちがいて道を作ってくれている。法制化という
のはゆっくりで時間がかかるが、これはそれ以前にどんなことが行われてきたのか、
がベースになってくる。情報公開を求めるＮＧＯとも共同する理由がある。法制化と
いうのは「人権デューデリジェンスは実施できる」ということを示すことになる。東
欧およびバルカン諸国は反対しているが、欧州各国はのきなみ賛成している

https://corporatejustice.org/news/16800-over-100-civil-society-organisations-demand-human-rights-and-environmental-due-diligence-legislation


フィンランド
2020年12月2日に国際会議開催

62

ジョンラギーが基調講演
ＥＵの議長として、この会議を開催する

法制化を改善するための具体的ツールを
話し合う

各国はＮＡＰ策定によって、人権について
何が一番課題かを明確化することができる
対話が重要

市民社会による法制化を求める大きなキャ
ンペーンが
展開されている

政府だけでなく、企業とＣＳＯと共に、この
法律を作っていきたい



その他の国の動き
⚫カナダ、2019年にビジネスと人権にかかわるオンブスパーソン任命（ＣＯＲ

Ｅ）
https://core-ombuds.canada.ca/core_ombuds-ocre_ombuds/index.aspx?lang=eng

⚫ノルウェイ、人権デューデリ義務化法ドラフト
https://boardagenda.com/2019/12/06/norway-pushes-for-mandatory-human-rights-due-diligence/

⚫インド、モンゴル、ＮＡＰ策定中

⚫南アジアでネパール主催ビジネスと人権フォーラム（3月）←コロナウィルス

の影響で延期に・・・

⚫日本も進捗を報告
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https://core-ombuds.canada.ca/core_ombuds-ocre_ombuds/index.aspx?lang=eng
https://boardagenda.com/2019/12/06/norway-pushes-for-mandatory-human-rights-due-diligence/


参考資料
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（参考）

国連ＷＥＢＴＶで、一番大きな部屋で行われて

いたセッション（プレナリー含む）は視聴でき
ます

⚫http://webtv.un.org/search?term=business%20

and%20human%20rights%20forum&sort=date

&page=9
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http://webtv.un.org/search?term=business%20and%20human%20rights%20forum&sort=date&page=9
http://webtv.un.org/search?term=business%20and%20human%20rights%20forum&sort=date&page=9


(資料)第8回フォーラムの報告資料

国際反差別運動（ＩＭＡＤＲ）のレポート

（ＭＩＣＡの児童労働、LGBTI、環境など複数
セッションの抜粋）

⚫https://imadr.net/business-human-rights2019-

report/

ヒューライツ大阪白石理さんのレポート

⚫https://www.hurights.or.jp/archives/newsinbrief-

ja/section1/2019/12/82019112527.html
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https://imadr.net/business-human-rights2019-report/
https://www.hurights.or.jp/archives/newsinbrief-ja/section1/2019/12/82019112527.html


プログラム(11/25am） （10/31時点のもの）
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国連グローバルコンパクトネットワークジャパン
ビジネスと人権フォーラム 事前ワークショップ
資料より抜粋



68

プログラム(11/25pm） （10/31時点のもの）
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プログラム(11/26am） （10/31時点のもの）
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プログラム(11/26pm） （10/31時点のもの）
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プログラム(11/27am） （10/31時点のもの）
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プログラム(11/27pm） （10/31時点のもの）
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(資料)過去のフォーラムのテーマ

GCNJ理事、国際協力NGOセンター(JANIC)事務局長 若林秀樹氏
2019年10月 GC事前勉強会プレゼン“企業価値のパラダイムシフト“より


